
議案第１４号 

 

財産の取扱いについて 

 

財産の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成２１年１０月１９日提出 

 

長岡市・川口町合併協議会 

会 長 森  民 夫 

 

財産の取扱い 

 

１ 川口町の財産（権利及び義務を含む。）は、すべて長岡市に引き継ぐ

ものとする。 

 

２ 財産区有財産は、財産区有財産として長岡市に引き継ぐものとする。 



議案第１４号参考資料 

 

財産に関する基本的な項目 

 

公有財産 

１ 土 地 

（１）行政財産 

① 公用財産（本庁舎、消防施設、その他） 

② 公共用財産（学校、公園、その他） 

（２）普通財産 

① 山林 

② その他 

２ 建 物 

（１）行政財産 

① 公用財産（本庁舎、消防施設、その他） 

② 公共用財産（学校、公園、その他） 

（２） 普通財産 

３ 物件 

温泉権 

４ 有価証券 

株 券 

５ 出資による権利 

（１）出資金 

（２）出捐金 

 

物 品 

自動車、自動車を除く物品 

 

基 金 

財政調整基金、減債基金、国民健康保険給付準備基金、介護給付費準備基金等 

 

地方債残高 

普通会計分等 

 

債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 

 


